
 

雇用就農緊急対策実施要綱 

 

第１ 趣旨 

   基幹的農業従事者の減少等に伴い、農業法人等の雇用型経営の果たす役割が増

大する中、産地の農業生産基盤の維持・強化を図るためには、雇用の確保に資す

る労働環境の整備を行い、必要な人材を安定的に確保できる体制の強化に取り組

む必要がある。 

   このため、就労条件改善や他産地・他産業との連携等による労働力確保の取組

に係る体制の強化、労働関係法制の制度変更等に円滑に対応するための体制整備、

雇用就農を促進するための資金の交付、女性の就農環境改善・活躍推進、外国人

材の呼込み体制の強化への支援を通じ、女性や外国人材を含めた労働者が能力を

発揮しつつ安心して働くことができる環境の整備を推進し、農業における人材の

確保・定着を図る。 

 

第２ 事業の内容、事業実施主体等 

事業の内容、事業実施主体及び補助率は別表のとおりとする。 

 

第３ 国の助成措置 

国は、予算の範囲内において、事業の実施に必要な経費を事業実施主体に対し

て補助する。 

 

第４ 事業実施計画等 

１ 事業実施計画の作成 

事業実施主体は、別記１から６までに定めるところにより事業実施計画書を

作成すること。 

 

２ 事業の着手 

（１）本事業については、原則として、全国農業委員会ネットワーク機構（農業

委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第42条第１項の規定による

農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構をいう。以下同

じ。）又は公募選定団体（農林水産省経営局長（以下「経営局長」という。）

が別に定める公募要領により応募した者の中から事業実施主体として選定さ

れた団体をいう。）が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和30年法律第179号）第６条第１項の交付決定を受けた後に実施した取組

を対象とする。 

   なお、１により作成した事業実施計画書は、交付申請時に添付すること。 

（２）ただし、事業実施主体は、やむを得ない事情により交付決定を受ける前に

制定 令和６年12月25日付け ６経営第1765号 農林水産事務次官依命通知 

最終改正 令和８年４月１日付け ７経営第2437号 農林水産事務次官依命通知 

 



 

事業に着手する必要がある場合、１で作成した事業実施計画書を経営局長に

提出し、承認を得た後、その理由を具体的に明記した交付決定前着手届（別紙

様式）を経営局長に提出するものとする。 

（３）事業実施主体は、（２）により交付決定を受ける前に事業に着手する場合、

補助金の交付を受けることが確実となってから着手することとし、交付決定

を受けるまでの期間内に実施した事業について天災地変等のあらゆる事由によ

って生じた損失等は、自らの責任とすることを了知の上行うものとする。 

 

３ 事業実績の報告 

事業実施主体は、それぞれ別記１から６までに定めるところにより事業実績報

告書を作成し、経営局長に報告する。 

 

第５ 報告及び検査 

国は、本事業が適切に実施されたかどうかを確認するため、事業実施主体に

対し必要な事項の報告を求め、また、現地への立入調査を行うことができるも

のとする。また、本事業の実施に関し、事業実施主体に対し、必要な助言及び

指導を行うものとする。 

 

第６ 個人情報の取扱い 

国、都道府県、市町村、民間団体、事業実施主体及び事業実施主体から本事

業の一部を受託した者は、本事業の実施に際して得た個人情報の取扱いについ

て、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び関係法令の規

定に基づき適切に対応するものとする。 

 

第７ その他 

事業実施主体は、本事業の具体的実施に関し、本実施要綱の解釈等について

確認する必要がある場合は、農林水産省経営局就農・女性課に対して、文書で照

会し、文書で回答を求めることができる。 

 

附 則（令和６年12月25日付け ６経営第1765号） 

この要綱は、令和６年12月25日から施行する。 

 

附 則（令和８年１月23日付け ７経営第1982号-1） 

１ この通知は、令和８年１月23日から施行する。 

２ この通知の施行に伴い、改正前に実施しているものについては、なお従前の例

によるものとする。 

 

附 則（令和８年４月１日付け ７経営第2437号） 

１ この通知は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この通知の施行に伴い、改正前に実施しているものについては、なお従前の例



 

によるものとする。 

 



 

別表 

事業内容 事業実施主体 補助率 

Ⅰ 雇用体制強化事業 

１ 働きやすい環境づくりコース（別

記１） 

就労条件改善の取組に対して支援

を行う事業。 

 

２ 産地間連携等推進コース（別記

２） 

他産地・他産業との連携により産

地の労働力確保を推進する事業。 

 

３ 推進体制整備コース（別記３） 

労働関係法制の制度変更等に関す

る農業者への周知活動やフォロー体

制の構築、労災保険への任意加入の

促進等の取組に対して支援を行う事

業。 

 

 

公募選定団体 

 

 

 

 

公募選定団体 

 

 

 

 

公募選定団体 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

Ⅱ 雇用就農緊急支援資金（別記４） 

 雇用就農を促進するため、農業法人

等が新規就農者、令和６年能登半島地

震により被災した農業者若しくは令和

６年能登半島地震の被災地域において

令和６年９月20日から同月23日までの

豪雨により被災した農業者を雇用する

ことに対して資金を交付又は職員等を

他の法人に派遣して実施する研修等に

必要となる費用の助成を行う事業。 

 

全国農業委員会ネッ

トワーク機構 

定額 

Ⅲ 女性の就農環境改善・活躍推進事業

（別記５） 

女性が働きやすい環境の整備や女性

リーダーの育成、女性グループの活動

及び女性登用に向けた地域内ジェンダ

ーギャップ解消事業実施等に対して支

援を行う事業。 

 

公募選定団体 定額 

Ⅳ  外国人材呼込み体制強化支援事業

（別記６） 

農業分野の外国人材の適正な受入

れ、就労する外国人材が働きやすい環

境を整備するため、国外における現地

説明・相談会の開催や農業現場に就労

公募選定団体 定額 



 

 

する外国人材の農業の専門知識の習得

機会の提供の取組に対して支援を行う

事業。 

 



 

別紙様式 

 

番 号 
令和 年 月 日 

 

農林水産省経営局長 殿 

 

 

（事業実施主体名） 

 

 

雇用就農緊急対策（〇〇〇〇〇）※交付決定前着手届 

 
事業実施計画に基づく別添事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手することと

したので了知願います。 

 

記 

 

１  交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損失 

を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。 

２  交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異 

議がないこと。 

３  当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わ

ないこと。 

 

 
別 添 

 

事業内容 

 
着手予定
年月日 

完了予定
年月日 

事業費 
うち国費 

     

 
（交付決定前に事業を着手する理由） 

 

 

 

 

 

※ （〇〇〇〇〇）には、別表の事業内容の欄の事業名等を記載する。 

 


